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第７期 雲南市農業委員会第１４回総会議事録 

 

 

１．日  時   令和３年８月１９日（木） １３：３０～１４：３３ 

 

２．場  所   市役所３階・３０１号室 

 

３．出席委員（１７名）  

 １番 三島 輝昭   ２番 板持  斉   ３番 三原 治雄   ５番 柳原 昌広 

 ７番 小山 益男   ８番 神田 邦昭   ９番 高橋 一裕  １０番 新田  清 

 １１番 川角  茂  １２番 林  明夫  １３番 奥田  武   １４番 渡部 晴夫 

 １５番 小田川 清  １６番 吾郷 正司  １７番 佐藤 博子  １８番 嘉本 輝雄 

 １９番 加藤 一郎 

 

４．欠席委員（２名） 

４番 堀江 広孝   ６番 高橋美佐子   

 

５．事務局又は説明者 

統括監 熱田 勇二   局長 田部 公利   主査 白築  香   主幹 土江 慶彦 

 主事 新田 悠葉 

 

６．議事日程 

 日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  諸報告    

日程第３  議案の上程 

・議第 ９８号 農地法第２条の規定による非農地証明申請に対する承認について 

・議第 ９９号 農地法第２条の規定による非農地通知対する承認について 

・議第１００号 農地法第３条の規定による許可申請について 

・議第１０１号 農地法第４条の規定による許可申請について 

・議第１０２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

・議第１０３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 

 

７．傍  聴  ０名 
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８．議  事 

発信者 議   事   録   要   旨 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、時間が参りましたので、委員の皆様、ご起立ください。 

一同ご礼。ご着席ください。それでは、会長に議長をお願いいたします。 

 

ただ今の出席委員は、１７名であります。定足数に達しておりますので、雲南市農業委

員会第１４回総会を開会いたします。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したと

おりであります。 

 

日程第１．議事録署名委員の指名を行ないます。議事録署名委員は、会議規則第１３条

の規定により、１０番新田清委員、１１番川角茂委員を指名いたします。 

 

日程第２．諸報告を行ないます。事務局より説明を求めます。 

【諸届及び会務等について事務局より報告並びに説明】 

・会長専決処分の報告（常設審議委員会案件）について 

・農地等返還通知（使用貸借解約）の受理について 

・農地法第４条第１項第８号（施行規則第２９条第１号）届出書（農業用施設用地転用

届）の受理について 

・田畑転換届出の受理について 

・公共事業の施工に伴う廃土処理に係る届出書の受理について 

・農地法第４条の規定による許可指令書の取消願の受理について 

・農地法第３条の３の規定による届出書の受理について 

・会議等の報告事項 

・会議等の予定  

以上で諸報告を終わります。それでは、諸報告について質問等がありましたら、挙手の

上発言をお願いします。なお、発言をされる委員は、議席番号のみを告げられてから発言

をお願いいたします。 

（無しの声あり） 

無いようですので、以上で諸報告を終わります。 

 

日程第３．議案の上程を行ないます。 

それでは最初に、議第９８号農地法第２条の規定による非農地証明申請に対する承認につ

いてを議題とします。事務局より説明を求めます。 

議案書８ページ、議第９８号農地法第２条の規定による非農地証明申請に対する承認に

ついてを説明します。９ページをご覧ください。図面については最初のページから掲載し

ています。 

 申請番号１番、○○町○○の３筆。地目は議案書のとおりで面積は合計１，７３６㎡、

権利の種別は非農地証明で、所有者は議案書のとおりです。非農地の事由は相当以前より

耕作しておらず、竹、雑木類が繁茂し山林原野化してしまったということです。令和３年

８月４日に現地調査を行っており、確認委員は議案書のとおりです。 

 申請番号２番、○○町○○の１筆。地目は議案書のとおりで面積は６８４㎡、権利の種
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発信者 議   事   録   要   旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別は非農地証明で、所有者は議案書のとおりです。非農地の事由は相当以前より耕作して

おらず、また管理もできなかったため、竹、雑木類が繁茂し山林原野化してしまったとい

うことです。令和３年８月４日に現地調査を行っており、確認委員は議案書のとおりです。 

 申請番号３番、○○町○○の２筆。地目は議案書のとおりで面積は合計１，５９１㎡、

権利の種別は非農地証明で、所有者は議案書のとおりです。非農地の事由は、申請地は日

照も悪く不便なため、相当以前より耕作しておらず、雑木類が繁茂し山林原野化してしま

ったということです。令和３年７月３０日に現地調査を行っており、確認委員は議案書の

とおりです。 

 非農地証明の対象となる農地についてですが、今回のこの土地は、耕作不適などのやむ

を得ない事情によって長期間に渡り耕作放棄し、自然改廃した農地で、農地への復旧が困

難な土地であるため、非農地証明をして問題ないと考えます。以上、報告いたします。ご

審議についてよろしくお願いします。 

ただ今、事務局より説明しましたが、担当区域の委員で補足説明があれば、説明をお願

いします。 

（補足説明なし） 

ただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございませんか。 

（無しの声あり） 

無いようですので、質疑を終わります。次に討論を行います。討論はございませんか。 

（無しの声あり） 

討論を終わります。お諮りいたします。議第９８号農地法第２条の規定による非農地証

明申請に対する承認については、申請のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第９８号農地法第２条の規定による非農地証明申請に

対する承認については、申請のとおり承認することに決定をいたしました。 

 

次に、議第９９号農地法第２条の規定による非農地通知に対する承認について、を議題

とします。事務局より説明を求めます。 

議案書１０ページ、議第９９号農地法第２条の規定による非農地通知に対する承認につ

いてを説明します。１１ページをご覧ください。図面については１４ページから掲載して

います。今回、非農地通知に係る調査を実施した地区は、○○町○○、○○、○○地区で

す。 

番号１番と２番、○○町○○地区については、地目は田１筆、畑１筆の合計２筆で関係

者は２名、面積は合計４４４㎡です。令和３年７月２９日に現地調査を行っており、確認

委員は議案書のとおりです。 

番号３番から１６番、○○町○○地区については、地目は田９筆、畑５筆の合計１４筆

で関係者は７名、合計面積は１０，３６３㎡です。令和３年７月２９日に現地調査を行っ

ており、確認委員は議案書のとおりです。 

番号１７番と１８番、○○町○○地区については、地目は田１筆、畑１筆で、関係者は

１名で合計面積は２，８０１㎡です。令和３年７月２９日に現地調査を行っており、確認

委員は議案書のとおりです。 
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議 長 
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すべての地区の合計は、地目が田１１筆、畑７筆の合計１８筆、関係者は１０名で合計

面積は１３，６０８㎡です。非農地判断の対象となる農地についてですが、今回のこの土

地は、耕作不適などのやむを得ない事情によって長期間耕作放棄し自然改廃した農地で、

農地への復旧が困難な土地であるため、非農地として判断して問題ないと考えます。以上、

報告いたします。ご審議についてよろしくお願いします。 

ただ今、事務局より説明しましたが、担当区域の委員で補足説明があれば、説明をお願

いします。 

（補足説明なし） 

無いようですので、ただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございませんか。 

（無しの声あり） 

無いようですので、質疑を終わります。次に討論を行います。討論はございませんか。 

（無しの声あり） 

討論を終わります。お諮りいたします。議第９９号農地法第２条の規定による非農地通

知に対する承認については、承認することにご異議ございませんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第９９号農地法第２条の規定による非農地通知に対す

る承認については、承認することに決定をいたしました。 

 

次に、議第１００号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。事務

局より説明を求めます。 

議案書１３ページ、議第１００号農地法第３条の規定による許可申請について説明しま

す。今月は３件の申請が出ております。議案書１４ページをご覧下さい。図面資料は２３

ページからです。 

申請番号１番、○○町○○の１筆です。地目、筆ごとの面積は議案書の通りで、申請面

積は４９０㎡です。権利の種別は無償移転で、譲渡人、譲受人は議案書の通りです。譲渡

の申請事由は高齢になり耕作が困難である。譲受の申請事由は譲渡人からの要望により申

請地を譲り受け、農業経営を行うということです。この申請だけでは譲受人の自作地が下

限面積要件を満たしませんが、今回、別の利用権設定が申請されており、これを含めると

下限面積を超えるので問題はありません。また、申請の経緯ですが、譲渡人が農地をもら

ってくれる人を探していたところ、隣人である譲受人の息子さんがこちらへ帰ってこられ

るということを知り、今後、家を継いで耕作をしてもらえると思い、もらってくれないか

とお願いされたようです。確認委員は議案書の通りです。 

申請番号２番、○○町○○の１筆です。地目、筆ごとの面積は議案書の通りで、申請面

積は１，３４７㎡です。権利の種別は有償移転で、譲渡人、譲受人は議案書の通りです。

譲渡の申請事由は耕作者がいない。譲受の申請事由は申請地を譲り受け、農業経営を主宰

するということです。譲受人は市外の方ですが、居住地の農地のほかに雲南市の農地も既

にいくつか取得し耕作を行っておられます。申請地は以前から耕作されていたようで、今

回改めて所有権を取得したいとのことです。土地代、確認委員は議案書の通りです。 

申請番号３番、○○町○○の１筆です。地目、筆ごとの面積は議案書の通りで、申請面

積は４２１㎡です。権利の種別は有償移転で、譲渡人、譲受人は議案書の通りです。譲渡
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の申請事由は耕作者及び後継者がいない。譲受の申請事由は申請地を譲受け、農業経営を

主宰するということです。譲受人は申請番号２番と同じ方です。図面資料２８ページ、３

１ページをご覧いただくとわかりやすいですが、申請地は申請番号２番の申請地と隣り合

っており、実際は合わさって一つの田の形になっています。よって、この場所も申請番号

２番と同様に譲受人が以前から耕作されていたようです。土地の所有者が別々であったた

め分けて申請されています。土地代、確認委員は議案書の通りです。 

以上について、周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずる恐れ

はなく、譲受人の経営農地は全て耕作されており機械の保有、農作業の従事状況等からみ

て全ての農地について効率的に利用できるものと見込まれ、下限面積要件も満たしていま

す。したがって、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満た

していると考えます。以上について、ご審議よろしくお願いします。 

ただ今、事務局より説明しましたが、担当区域の委員で補足説明があれば、説明をお願

いします。 

１，０００㎡を超えているようですが、地元の委員さんの方で様子がわかりますか。 

１０番です。詳しくは聞いていませんが、現実に耕作がされているので問題はないと思

います。 

耕作ができているということですね。１，０００㎡を超えており、結構広いが、耕作が

されているということですね。わかりました。 

ただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございませんか。 

（無しの声あり） 

無いようですので、質疑を終わります。次に討論を行います。討論はございませんか。 

（無しの声あり） 

討論を終わります。お諮りいたします。議第１００号農地法第３条の規定による許可申

請については、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第１００号農地法第３条の規定による許可申請につい

ては、申請のとおり許可することに決定をいたしました。 

 

次に、議第１０１号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。事務

局より説明を求めます。 

議案書１５ページ、議第１０１号農地法第４条の規定による許可申請について提出のあ

った案件について説明をいたします。１６ページをご覧ください。図面は、３２ページか

ら掲載していますので一緒にご覧ください。 

申請番号１番、○○町○○の１筆。地目は議案書のとおりで申請面積は９．９０㎡です。

申請人は、議案書のとおりで、転用目的は墓地で墓碑１棟を移転されます。転用理由は現

在の墓地は山間の地にあるため、住居近くの申請地に移転したいとのことです。農用地区

域外で確認委員は議案書のとおりです。農地区分は農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断致しました。許可条項は、法

第４条第６項第２号に規定する申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより転

用目的を達成することができない場合の代替性なしに該当すると考えます。 
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議 長 

１４番 

議 長 

申請番号２番、○○町○○の２筆。地目は議案書のとおりで申請面積は合計３１㎡です。

申請人は、議案書のとおりで、転用目的は墓地及び宅地進入路で、墓碑１棟を移転されま

す。転用理由は○○町○○ △△番○を墓地、△△番●を木戸道として利用したいとのこと

です。始末書が提出されており農地法の認識不足から△△番●の地を昭和５５年頃より宅

地進入路として整備してしまったとのことです。令和３年７月２１日に農用地区域除外の

事前了承となり、確認委員は議案書のとおりです。農地区分及び許可条項は申請番号１番

に同じです。本件については、農用地区域除外が事前了承されたことにとどまるため、審

議は許可相当とし、後日、農用地区域除外が正式に公告決定された後に、会長専決により

許可となります。 

申請番号３番、○○町○○の１筆。地目の登記簿、現況は議案書のとおりで申請面積は

５１０㎡です。申請人は、議案書のとおりで、転用目的は宅地拡張で居宅、車庫１棟９２

㎡を建築されます。転用理由は建物増築及び宅地進入路、駐車場を整備したいとのことで

す。始末書が提出されており農地法の認識不足から昭和５６年頃より宅地の一部として利

用してしまったとのことです。令和３年７月２１日に農用地区域除外の事前了承となり、

確認委員は議案書のとおりです。農地区分及び許可条項は申請番号１番に同じです。本件

については、農用地区域除外が事前了承されたことにとどまるため、審議は許可相当とし、

後日、農用地区域除外が正式に公告決定された後に、会長専決により許可となります。以

上報告いたします。ご審議についてよろしくお願いします。 

ただ今、事務局より説明しましたが、担当区域の委員で補足説明があれば、説明をお願

いします。 

はい。 

はい。どうぞ。 

 ３番です。６番委員が欠席ですので、私が変わって始末書を読み上げます。土地の所在

は雲南市○○町○○ △△番●、畑、２１㎡。この度、この土地につき農地法４条許可申請

を提出させていただきましたが、該当地は既に木戸道の一部として利用しております。以

下、経緯についてご説明いたします。該当地周辺は昭和４３年頃に国土調査の事前立会、

測量が行われていたと記憶しており、その後、昭和４７年に国土調査が完了しております。

その頃は、自家用車も無い時代でしたが、昭和５５年頃には自家用車を保有するようにな

り、自家用車が宅地まで進入するには、それまでの木戸道では狭かったことから、私の父

が木戸道を拡幅しました。その当時は私も若輩であり、全ての実権は父が握っておりまし

たので、農地法については全く無知でした。現在の墓地が自宅裏山の山中にあるため、私

の体力的にも今後のことを考え、管理ができなくなる前に自宅前の申請地に墓地を移設し

たく、手続きを依頼し、事前調査を行っていたところ、一部の木戸道部分の土地が、無断

転用地であることの指摘を受けました。父が行っていたことでありますが、この度の墓地

の申請に併せ木戸道も現状にあった申請を行いたく存じます。今後は農地法を厳守し、こ

の様な不始末を起こさぬよう謹んでお誓い申し上げます。何卒ご高配を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げますということで始末書が出ております。よろしくお願いします。 

 他に補足説明はございませんか。 

はい。 

はい。どうぞ。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

１４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 １４番です。申請番号３番についてご説明申し上げます。資料については図面の４７ペ

ージから４９ページをご参照ください。まず、顛末書が出ております。この度、農地法第

４条の許可申請をするにあたり、雲南市○○町○○ △△番○の土地は畑でありましたが、

祖父が昭和５６年頃、道路新設工事により残土処理として畑を埋立て、その後、宅地の一

部として利用してきました。本来なら農地法の許可を得て工事着工すべきところ、農地法

の認識不足から事前着工をしておりました。今後は、農地法他関係法令を遵守し、再びか

かる不祥事をいたさぬよう十分注意いたしますとの事でした。申請することの経緯でござ

いますが、宅地の拡張計画に伴い、農地転用の前に着工したということです。転用目的に

ついては建物の増築及び駐車場の整備でございます。いつ頃から使用していたかにつきま

して昭和５６年頃に埋立て、その後、宅地の一部として利用したということでございます。

誰がということでございますけれども、祖父ということでございます。面積につきまして

は５１０㎡、隣接地は農地でございませんので給排水路につきましての被害はないものと

考えます。その他に選定された地域の特性があるのかということでございますけれども、

宅地の隣接地ということでございまして、増築にあたっては適地、疑いはないということ

でございます。以上、ご審議の程をお願いいたします。 

ただ今、事務局並びに担当区域の委員から説明をいたしましたが、質疑はございません

か。 

（無しの声あり） 

無いようですので、質疑を終わります。次に討論を行います。討論はございませんか。 

（無しの声あり） 

討論を終わります。お諮りいたします。議第１０１号農地法第４条の規定による許可申

請について、はじめに、本案件のうち、申請番号１番を申請のとおり許可することにご異

議ございませんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第１０１号農地法第４条の規定による許可申請につい

て、申請番号１番の案件は申請のとおり許可することに決定をいたしました。 

 次に、本案件のうち、申請番号２番と３番の案件は、農用地除外の事前了承にともなう

申請であります。よって、申請のとおり許可相当であると確認することにご異議ございま

せんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第１０１号農地法第４条の規定による許可申請につい

て、申請番号２番と３番の案件は申請のとおり許可相当であると確認することに決定をい

たしました。今後、県知事の同意が得られた場合は、会長専決により許可の決定をいたし

ます。 

 

次に、議第１０２号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。なお、

今回は申請案件の内、議事参与の制限に該当する案件がございますので、申請番号２番を

除く案件について、最初に審議いたします。事務局より説明を求めます。 

議案書１７ページ、議第１０２号農地法第５条の規定による許可申請について説明しま

す。議案書１８ページをご覧ください。資料は５２ページから掲載しております。最初に
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発信者 議   事   録   要   旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

申請番号２番を除く案件についてご説明します。 

申請番号１番、○○町○○の１筆。申請面積は１，６１７㎡。地目は議案書の通りです。

権利の種別は地上権で、貸付人、借受人は議案書の通りです。転用目的は太陽光発電施設

で太陽光発電パネル３６０枚を建築されます。転用理由は太陽光発電施設用地として利用

したいとのことです。土地代、確認委員は議案書の通りです。農用地区域外で、農地区分

は農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地であることから第２種農

地と判断いたしました。許可条項は、農地法第５条第２項第２号に規定する申請に係る農

地に代えて周辺の土地を供することにより転用目的を達成することができない場合に該当

し、代替性なしであると考えます。 

申請番号３番、○○町○○の１筆。申請面積は１６㎡。地目は議案書の通りです。権利

の種別は所有権移転で、譲渡人、譲受人は議案書の通りです。転用目的は宅地拡張です。

転用理由は申請地を譲り受け、宅地を拡張したいということです。始末書が提出されてお

り農地法の認識不足から平成１３年より宅地の一部として利用してしまったとのことで

す。令和３年７月２１日に農用地区域除外の事前了承となり、土地代、確認委員は議案書

の通りです。農地区分および許可条項は申請番号１番と同じです。本件については、農用

地区域除外が事前了承されたことにとどまるため、審議は許可相当とし、後日、農用地区

域除外が正式に公告決定された後に、会長専決により許可となります。 

申請番号４番、○○町○○の１筆。申請面積は２１６㎡。地目は議案書の通りです。権

利の種別は使用貸借で、貸付人、借受人は議案書の通りです。転用目的は一般個人住宅で

居宅１棟７３．２９㎡を建築されます。転用理由は現在、○○市内の宿舎に住んでいるが、

家族が増えるため実家近くに居宅を建てたいということです。始末書が提出されており農

地法の認識不足から平成１０年頃より土地の一部を車庫として利用してしまったとのこと

です。令和３年７月２１日に農用地区域除外の事前了承となり、土地代、確認委員は議案

書の通りです。農地区分および許可条項は申請番号１番と同じです。本件については、農

用地区域除外が事前了承されたことにとどまるため、審議は許可相当とし、後日、農用地

区域除外が正式に公告決定された後に、会長専決により許可となります。 

申請番号５番、○○町○○の１筆。申請面積は２２６㎡。地目は議案書の通りです。権

利の種別は所有権移転で、譲渡人、譲受人は議案書の通りです。転用目的は一般個人住宅

で居宅１棟５７．９６㎡を建築されます。転用理由は現在借家に住んでいるため、申請地

を譲り受け、住宅を建築したいということです。土地代、確認委員は議案書の通りです。

農地区分は、都市計画区域内の近隣商業地域に指定されており、都市計画法第８条第１項

第１号に規定する用途地域に定められていることから、第３種農地と判断いたしました。

第３種農地は原則転用可能です。 

申請番号６番、○○町○○の２筆。申請面積は合計４９９㎡。地目は議案書の通りです。

権利の種別は所有権移転で、譲渡人、譲受人は議案書の通りです。転用目的は一般個人住

宅で居宅１棟６６．２４㎡を建築されます。転用理由は申請地を取得し、居宅を建築する

ということです。土地代・確認委員は議案書の通りです。農地区分および許可条項は申請

番号１番と同じです。以上報告します。ご審議よろしくお願いします。 

ただ今、事務局より説明しましたが、担当区域の委員で補足説明があれば、説明をお願

いします。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

３番 

議 長 

３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

７番 

議 長 

７番 

 

 

はい。 

はい。どうぞ。 

３番です。申請番号３番ですが、始末書がでておりますので読み上げます。土地の所在、

雲南市○○町○○ △△番○、畑、１６㎡です。この度、先ほどの土地について農地法第５

条許可の申請を提出させて頂きましたが、該当地は既に受贈人の宅地の一部となっていま

す。以下、経緯についてご説明申し上げます。当該地の△△番●の土地は、現在も土地所

有者が畑として耕作しておられますが、東側隣接地である○○番△との境界付近は昔から

土羽の傾斜地でした。△△番●の畑と隣接地の宅地とは、高低差が４ｍあり、年々、徐々

に法面が住宅側に崩壊しておりました。隣接土地○○番△の土地所有者の息子さんが母屋

の増築にあたり、土留策として現在の擁壁を施工されました。その際、お互いの境界線を

公図により復元してから擁壁施工を行えばよかったのですが、双方ともその認識不足によ

り、当時の現況法面に合わせ施工しました。この度、贈与人が△△番●の内において墓地

敷地の移転を目的とした農用地区域変更申出をしたく手続きを依頼したところ、事前調査

により申請地である△△番●の一部が、既に隣接する宅地の一部となっていることが判明

しました。尚、擁壁については、畑の維持として必要であることから、土地所有者が今後

も管理致します。以上の経緯により、この度、無断転用であることのご指摘を受けました。

結果、当時から現在まで、農地法の手続きを怠っておりました。この度の申請が事後にな

りましたことを深くお詫び申し上げます。今後は農地法を厳守し、この様な不始末を起こ

さぬよう、謹んでお誓い申し上げますと共に、何卒ご高配賜りますよう、よろしくお願い

申し上げますということで、始末書が出ております。この案件は、先ほどの４条申請の申

請番号２番と同じ土地であり、最初は墓地を造るということで申請をしようとしたら、こ

れも一緒に出てきたということです。 

続きまして、申請番号４番についても、始末書が提出されておりますので読み上げます。

雲南市○○町○○ △△番○の土地の一部無断転用について、車庫が無かったため、畑の一

部にコンクリート舗装をしてパイプ車庫を設置し利用していたものです。この度、調べて

もらったところ、これらの行為が無断転用であることが判明しました。農地法の手続きを

取らずにこのようなことを行ったことは、誠に申し訳ございませんでした。今後は十分な

注意を払って参りますので、何卒穏便なご処置をよろしくお願い申し上げますということ

で出ています。先日、１５日に申請者本人に会いまして、これまでの経緯などをお聞きし

てまいりました。息子さんの住宅新築の為、手続きをしていたところ駐車場が無断転用だ

と指摘を受けたとのことです。何時頃からかということは、平成１０年頃からであり、そ

の当時は父が自分で会社のダンプを借りて埋め立て造成をされたということでございま

す。自分のお父さんも農地法について認識が無く大変に申し訳ないことをしたということ

でしたのでよろしくお願いします。 

他に補足説明はございませんか。 

はい。 

はい。どうぞ。 

７番です。５条の申請番号１番ですが、面積が１，０００㎡を超えるということで、私

と当該区域の推進委員さんの２人で聞き取り調査を行いましたので、その結果についてお

話したいと思います。８月９日に２人で農地転用予定者である貸付人にいろいろとお話を
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発信者 議   事   録   要   旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

事務局 

 

 

 

 

伺いました。申請することとなった経過は、この転用予定者が高齢となって耕作ができな

い、加えて後継者がおらず３年ぐらいまえから耕作ができなくなっていたということであ

り、草刈りの管理は親せきの人にやってもらっていたようであります。そうした経過があ

りましたところへ、借受人である太陽光発電業者の方が話を持ってこられて、転用目的で

ある太陽光発電所を設置するということになったようでございます。転用面積が大きいた

め周りの状況はどうかという点ですが、隣接農地は耕作されていません。周辺には何カ所

か太陽光発電所が設置されております。この場所に選定された地域の特性という点ですが、

周辺に太陽光発電が設置されていることからこの場所に増設ということで選定されたので

はないかと判断しました。聞き取り調査を行った結果はこのような状況でございました。

よろしくお願いいたします。 

他に補足説明はありますか。 

（補足説明なし） 

無いようですので、ただ今、事務局並びに担当区域の委員から説明をいたしましたが、

質疑はございませんか。 

（無しの声あり） 

無いようですので、質疑を終わります。次に討論を行います。討論はございませんか。 

（無しの声あり） 

討論を終わります。お諮りいたします。議第１０２号農地法第５条の規定による許可申

請について、はじめに、本案件のうち、申請番号１番、５番及び６番の案件を申請のとお

り許可することにご異議ございませんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第１０２号農地法第５条の規定による許可申請につい

て、申請番号１番、５番及び６番の案件は、申請のとおり許可することに決定をいたしま

した。次に、本案件のうち、申請番号３番と４番の案件は、農用地除外の事前了承にとも

なう申請であります。よって、申請のとおり許可相当であると確認することにご異議ござ

いませんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第１０２号農地法第５条の規定による許可申請について、

申請番号３番と４番の案件は、申請のとおり許可相当であると確認することに決定いたしま

した。今後、県知事の同意が得られた場合は、会長専決により許可の決定をいたします。 

 次に、議事参与の制限に該当する申請番号２番の案件について審議いたします。雲南市

農業委員会会議規則第１０条議事参与の制限により、○番○○委員には、ご退席をお願い

します。 

  （○番○○委員 退席） 

それでは、申請番号２番の案件について、事務局より説明を求めます。 

続きまして議事参与の制限に係る申請番号２番の案件について説明します。 

申請番号２番、○○町○○の２筆。申請面積は合計４７．９０㎡。地目は議案書の通り

です。権利の種別は所有権移転で、譲渡人、譲受人は議案書の通りです。転用目的は墓地

及び管理地で墓碑一式を移転されます。転用理由は申請地を譲り受け墓地及び墓地管理地

として利用したいということです。土地代、確認委員は議案書の通りです。農地区分およ
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発信者 議   事   録   要   旨 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

３番 

 

 

議 長 

１７番 

 

 

び許可条項は申請番号１番と同じです。以上報告します。ご審議よろしくお願いします。 

ただ今、事務局より説明しましたが、担当区域の委員で補足説明があれば、説明をお願い

します。 

 （補足説明なし） 

無いようですので、ただ今、事務局から説明をいたしましたが、質疑はございませんか。 

（無しの声あり） 

質疑を終わります。次に討論を行います。討論はございませんか。 

（無しの声あり） 

討論を終わります。お諮りいたします。申請番号２番の案件については、申請のとおり

許可することにご異議ございませんか。 

（無しの声あり） 

異議なしと認めます。よって、議第１０２号農地法第５条の規定による許可申請につい

て、申請番号２番の案件は、申請のとおり許可することに決定をいたしました。 

○番○○委員には、ご着席をねがいます。 

  （○番○○委員 着席） 

 

次に、議第１０３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認につい

てを議題とします。事務局より説明を求めます。 

議案書２０ページ、議第１０３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画

の承認についてをご説明いたします。議案書２１ページをご覧ください。今回は設定件数

５件。内訳は○○町１件、○○町１件、○○町３件で、そのうち○○町３件が一括方式に

よる転貸となります。一括方式の件数については、貸人としまね農業振興公社の間の設定

で１件、しまね農業振興公社と借人の間の設定で１件というふうにカウントしています。

借り受け戸数は４戸となっております。この全ての計画は、農業経営基盤強化促進法第  

１８条第３項の要件である全ての農用地を効率的に耕作すること、農作業に常時従事する

こと、農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであることの要件を満たして

いると考えます。以上について、ご審議よろしくお願いします。 

ただ今、事務局より説明しましたが、慣例により各町でご協議いただくこととしますが、

利用権貸借と利用権一括方式の資料に分けておりますので、協議の際にはご注意ください。

あの時計で、１４時３０分まで、暫時休憩とします。よろしくお願いします。 

・・・・・ （休憩） ・・・・・ 

会議を再開します。先ほど、休憩中にご協議いただいた結果を、各町より発表していた

だきます。最初に、○○町よりお願いします。 

はい、３番です。申請番号 1番の３筆ですが、以前は借受人のお父さんが長年耕作され

ており、その当時からこの方も手伝って作業をされていました。機械の保有状況とか全て

問題ないと判断しましたのでよろしくお願いいたします。 

はい、ありがとうございました。次に、○○町お願いします。 

はい、１７番です。申請番号２番につきましてご説明いたします。利用権の設定を受け

られる方はこの該当地の周辺でも実績のある方でございます。妥当と判断いたしますので

よろしくお願いいたします。 
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発信者 議   事   録   要   旨 

議 長 

１６番 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

はい、ありがとうございました。次に、○○町お願いします。 

 はい、１６番です。○○町の件につきまして説明いたします。新規ではございますが、

この耕作者の方は本年に認定農業者になられた方でございます。問題ないと思いますので

どうかよろしくお願いいたします。 

はい、ありがとうございました。 

ただ今、各町から発表のとおり、許可妥当ということですが、質疑はございませんか。 

（無しの声 あり) 

無いようですので、質疑を終わります。次に討論を行います。討論はございませんか。 

（無しの声 あり） 

討論を終わります。お諮りいたします。議第１０３号農業経営基盤強化促進法に基づく

農用地利用集積計画の承認については、申請のとおり全て妥当として市長に報告すること

にご異議ございませんか。 

（異議なし の声） 

異議なしと認めます。よって、議第１０３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利

用集積計画の承認については申請のとおり全て妥当として市長に報告することに決定をい

たしました。 

以上で、本日の議事日程は全て終了しました。閉会といたします。 

 

ご起立ください。一同ご礼。ご着席ください。 （１４：３３終了） 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

      令和   年   月   日 

 

                 議  長                   

 

                 署名委員                   

                   

                 署名委員                   


